
【 報 告 】平成３１年３月 

平成３１年度事業計画 

 

平成３１年３月の政府の月例経済報告では、基調判断として「景気は、このところ輸出や生産の

一部に弱さもみられるが、緩やかに回復している」との判断を示しています。 

また、本年３月に発表された平成３１年の地価公示では、平成３０年１月から１年間の県内の地

価動向は、県全体の用途別平均変動率で、住宅地が０．３％（前年０．１％）と２年連続上昇とな

り、商業地は２．４％（前年１．９％）と７年連続の上昇となりました。 

駅徒歩圏で利便性のよい住宅地は需要が堅調ですが、敷地が広く総額が高くなりがちな地点の一

部では高値警戒感から上昇率が縮小し、駅徒歩圏外や起伏のある旧来の分譲地等の利便性が劣る地

域、都心接近性に劣り、人口減少、高齢化が進行する地域の住宅地は、依然として需要が弱く下落

基調にあります。このように、さらなる多様化、都心回帰の傾向が進んでおり、住環境より利便性

が選好される傾向が顕著となっております。 

 こうした士協会を取り巻く環境の中で、前年度と同様に公的評価としての地価調査事業を神奈川

県から引き続き受託し、実施していくとともに、その他の機関からも鑑定評価等の公益性の高い業

務についても受託できるように積極的に努力してまいります。また、士協会の各種委員会活動の中

で、収集されたデータの分析、整理等を行い、その結果を貴重な資料として整備し、これらの収集

整理した資料を地価公示、地価調査の幹事会、分科会等を通じて情報提供することにより、幹事会

及び分科会における代表幹事、分科会幹事及び評価員の事務負担の軽減を図るとともに、会議運営

に当たってのバックアップ体制の構築に引き続き務めてまいります。 

事例閲覧制度については、閲覧収入の大部分を公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会(以下、

「連合会」)が徴収し、各士協会はその一部を交付金として受領しております。理事会組織の運営に

は合理化も進めますが、これまで据え置かれていた会費及び会員の高齢化に伴う会費減免規程の見

直し等適正な会費についても、今後検討してまいります。 

 また、連合会では新たな事業として、「災害時における住家被害認定調査等の支援を行うこと」

が掲げられました。これを受け、当士協会でも連合会と連携を図り、被災自治体の派遣要請に応え

るべく対応してまいります。 

今年は、５月からの新元号実施、１０月からの消費増税１０％が予定されているほか、地価公示

法（昭和４４年法律第４９号）が施行されてから今年（２０１９年）で５０年を迎えます。また、

９月２０日には、平成６年汎太平洋不動産鑑定士会議（ＰＰＣ）開催以来の日中韓鑑定評価協力会

議が横浜で開催されるなど士協会にとりましても大きな節目の年となります。 

これまでの方針のもと、会員のご協力も頂きながら、また組織としての協会活動の一層の充実と

広報活動に取り組み、行政、他資格関係団体及び連合会並びに他の士協会との連携の強化を図りな

がら、厳しい状況にある財務内容にも配慮し、平成３１年度の事業計画に記載した本年度の事業を

誠実に遂行させて頂きます。 

平成３１年度に設置している各委員会の具体的な事業計画は次のとおりです。 

 



(１)総務委員会 

(イ)会員名簿の作成及び整備を行い、会員及び神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市並びに関

係諸団体に配布します。 

(ロ)諸会議の円滑な運営をサポートします。 

(ハ)協会活動全般にわたる事務処理の効率化を図りつつ事務管理体制を整えます。 

(二)諸規程等の整備を行います。 

 

(２)企画業務推進委員会 

 (イ)神奈川県社会福祉協議会から発注される不動産鑑定評価等を行います。 

 (ロ)横浜市より地価動向要因調査業務を受託し、実施してまいります。 

(ハ)神奈川県士業団体連絡協議会に参加致します。 

(ニ)会員の業務拡大に資するため新たな需要の開拓に努めます。 

 

(３)地価調査委員会  

 (イ)神奈川県より地価調査業務を受託し、実施します。 

受託した地点数（９２７地点）、受託単価は前年と同水準となります。 

平成３１年地価調査幹事説明会は平成３１年４月１１日に開催を予定しています。 

 (ロ)川崎市より国土利用計画法に関する基礎調査業務を受託し、実施します。 

 (ハ)横浜市より価格水準・賃料・利回り動向調査を受託し、実施します。市内１時点、４地区

のレポートを作成します。 

(ニ)地価動向調査事業に関する神奈川県との意見交換を行います。 

(ホ)他の関連委員会とも協力し、幹事会、分科会活動に役立つ地価調査等関係資料の提供およ

び負担軽減のためのサポート・活性化業務を行います。 

(へ)地価公示・地価調査の収益還元法の想定建物について、過去に作成した図面の再整備及び

必要な地点の追加作成を行います。会員には一般の評価の参考とし得るように、要望のあ

った地点の図面を提供します。 

 

 (４)公的土地評価委員会 

(イ)公的土地評価にかかる事例閲覧システムの申請・閲覧手続き等に関し、閲覧体制の整備、

改善を行い、会員の利便性及び公平性の向上に努めます。 

(ロ)横浜市との令和３基準年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務の受託に向け

た連絡・調整等を行います。 

 (ハ)令和３基準年度固定資産評価替えに係る価格調整全体会議を開催します。 

(ニ)固定資産税標準宅地の評価、国税評価等に係る情報･動向の把握、公的土地評価に係る諸

課題についての調査・整理等を行います。 

 

 

 

 



(５)資料委員会 

(イ)会員の利便性の向上 

①REA事例以外の事例資料や一般資料等について、その充実をはかり、鑑定評価業務等に

おける資料の重要性・必要性を十分認識し、それらの質・量を高め、会員の利便性の向

上を図ります。 

②公開情報を基にした独自事例作成のための活動を継続します。REIT取引情報、県の一般

競争入札情報等を基に随時、事例作成を行い、会員への閲覧体制を整備します。 

③東京カンテイ不動産情報サービスの利用業務を継続します。 

④会員相互の地代事例の収集・活用をはかるため、「地代クラブ」の会員募集を行います。 

⑤日常業務に有用な専門図書、地図、定期刊行物、ソフトウェア等を必要に応じて購入し、 

資料の整備を行います。 

(ロ)資料の管理、利用に関する厳格な管理体制の強化 

「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」に基づき、REA事例閲覧制度を適正に運用

し、必要に応じて利用面や管理面、安全面等における適切な対応を行います。 

 

(６)研修委員会 

 (イ)会員の業務に資するための研修を行います。 

①実務上の専門知識及び周辺知識の習得を中心とした認定研修会等を適宜開催します。 

 また、必要に応じて関東甲信不動産鑑定士協会連合会や他の委員会等と協力して実施し

ます。 

②自己研鑽の重要性の理解を促し、年間履修単位を増やすことを目標とします。 

③第４回日中韓鑑定評価協力会議への取組みを、他関連委員会等と協力して行います。 

 (ロ)外部団体の依頼に基づき講師を派遣します。 

   ①行政機関、他士業協会等、外部団体の依頼に基づき講師を派遣します。 

   ②川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センターの「くらしのセミナー」出前講座に登録

します。 

 (ハ)一般市民対象のセミナー開催、講師派遣等が行えるよう体制作りに取り組み、対外活動を

積極化して不動産鑑定評価の普及活動を行います。 

 

(７)調査研究委員会 

 不動産に纏わる諸々の事柄、会員に影響を与える諸々の事柄についての基礎的調査研究を行

います。会員の実務に有益なもの、実態を把握でき得るもの、地域社会に貢献でき得るもの

となることを目指します。 

 

(８)広報福利厚生委員会 

 広報部門 

 (イ)無料相談会 

①原則として４月と１０月、横浜、川崎会場を中心に開催します。横浜市、川崎市各担当

部署との連携、協力を維持し、両市による後援（横浜市は共催）体制の強化に努めます。 



②４月と１０月のいずれか、あるいはその他の時期に、相模原、横須賀、小田原、溝口会場

において無料相談会を開催します。このうち、相模原及び横須賀会場においては税理士、

司法書士の先生方の協力を得て、連携して開催します。また、上記同様、各市担当部署と

の連携、協力を維持し、各市による後援体制の強化に努めます。 

③横浜市との空家等対策に関する協定に基づき、同市の空家無料相談会に参加いたします。 

④川崎市との空家等対策に関する協定の締結に向けた協議を進め、締結後に同市の空家無

料相談会に参加いたします。 

⑤横須賀市が行う空家に関する無料相談会に参加いたします。 

⑥神奈川県弁護士会をはじめとした県内他士業団体との合同無料相談会に参加いたします。 

 (ロ)士協会に設置されている「神奈川県不動産鑑定相談所」にて、広く一般からの相談に対応

いたします。 

 (ハ)日本司法支援センター神奈川地方事務所（法テラス）の受け入れ窓口として、神奈川県不

動産鑑定相談所と連携して対応していきます。 

 (ニ)メディア、ホームページ等による広報活動 

   新聞、バナー広告等の媒体を用いて、無料相談会、研修会等の開催を周知します。ホーム

ページについては、県民や行政、企業等への広報活動のため、また、会員への情報発信や

交流の場になるよう改善を進めて参ります。これらを通して不動産鑑定士の認知度を高め

られるよう努めます。 

 (ホ)学生を対象とした広報活動 

   不動産鑑定士を周知するための活動の一環として、中高生の学生を対象とした企画を今後

も進めて参ります。また、その他学校や自治会等から要望があれば講師を派遣します。 

   

福利厚生部門 

 (イ)納涼会・忘年会、その他企画等を開催します。 

   出来るだけ多くの会員に参加を頂き、会員相互間の連携、親睦及び情報交換がより深まる

よう努めます。 

 (ロ)人間ドック検診の斡旋及び受診費用の一部助成を行います。 

   会員の健康維持、促進の一助となるよう努めます。 

 (ハ)サークル活動費の一部補助等を行います。 

   一定要件を満たすサークルには、その活動に対して活動費の一部を補助する等、会員相互

の親睦、健康促進に貢献するように努めます。 

 

(９)財務委員会 

 (イ)公益目的支出計画が終了することから、同計画の完了確認申請書を神奈川県に提出いたし

ます。 

 (ロ)予算に従い、円滑な財務運営を心がけ、正確な決算処理に努めます。  

(ハ)健全な資産管理を行い、一般会員にわかりやすい財務内容の報告に努めます。 

 

 



(10)綱紀委員会 

 (イ)基本方針 

   定款及び諸規程に関する違背の防止と倫理の高揚を図り、不動産鑑定五訓を遵守し、不動

産鑑定士の社会的使命を果たして参ります。 

 (ロ)事業計画 

   会員の倫理意識の高揚と定款及び諸規程違反の防止に努め、問題が発生した場合には適切

に対応します。 

 (ハ)開催計画 

   特別の事情が生じた場合、臨時委員会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




